
（資料１２） 
新型コロナウイルス感染防止対策について 

 
年金事務所では、お客様に安心してご相談にお越しいただけるよう、次のとおり感染防止

対策を行っています。  
 
１ 消毒液の設置等 
・事務所入り口に消毒液を設置し、お客様へご使用をお願いしています。 
・相談ブースは、接客が終了するごとにテーブル・椅子を消毒しています。 
・ボールペン・老眼鏡等は、消毒したものをお使いいただいています。 
・記載台、階段の手すり、トイレのドアノブ、自動販売機など、不特定多数が触れる場所

は、開所前や開所時間中に複数回定期的に消毒を行っています。 
 
２ マスクの着用 
・職員は常時マスクを着用しています。また、フェイスシールドも準備しています。 
・お客様にはマスク着用をお願いし、お持ちでない場合はマスクをお渡ししています。 

 
３ 密の回避 
 ・お客様間の距離を保つため、各受付窓口の前に立ち位置を表示しています。 
・お客様の待合スペースは、1 人掛け椅子で間隔を置いて設置しています。 

 
４ 飛沫感染防止 
 ・各相談ブースは、お客様と職員の間にアク 

リル板を設置しています。 
 
５ 換気・加湿 
 ・事務室の窓は常時開け、換気扇の併用に 

より十分な換気を行っています。 
 ・湿度が低い時は加湿器を使用して、室内の湿 

度を保っています。 
 
６ 感染予防の周知 
・ポスターによる感染防止対策の周知を行っ 
ています。 

 


